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諮問第１９号 

 

答 申 書 

 

第１ 当審査会の結論 

   市川市長（以下「実施機関」という。）が行った請求拒否（文書不存在）決定は

妥当である。 

 

第２ 事実 

   本件審査請求に至る経緯は、以下のとおりである。 

１ 実施機関が市川市真間○○○に隣接する手児奈橋公園の部分に関して都市公園

法（昭和３１年法律第７９号。平成２９年５月１２日法律第２６号による改正前の

ものをいう。以下同じ。）第６条第１項の許可（以下「占用許可」という。）をした

経緯について 

⑴ 平成２８年１月１３日、株式会社○○○は、実施機関に対し、市川市真間○○

○に隣接する手児奈橋公園の部分について、占用許可を申請した。 

⑵ 平成２８年１月２１日、実施機関は、株式会社○○○に対し、水と緑の部公園

緑地課長（以下「公園緑地課長」という。）を決裁者として、同日付け都市公園

占用許可（市川第 20160113-0233 号・第２７－６１号。以下「第２７－６１号占

用許可処分」という。）、同日付け都市公園占用許可（市川第 20160113-0234 号・

第２７－６２号。以下「第２７－６２号占用許可処分」という。）及び同日付け

都市公園占用許可（市川第 20160113-0235 号・第２７－６３号。以下「第 ２７

－６３号占用許可処分」という。）（以下これらを「各占用許可処分」という。）

によって、占用許可をした。 

２ 実施機関が各占用許可処分によって占用許可をした事項に関して都市公園法第

６条第３項の許可（以下「占用変更許可」という。）をした経緯について 

⑴ 平成２８年２月１６日、同月２３日付け都市公園占用許可事項変更許可（市川

第 20160216-0314 号・第２７－６６号。以下「第２７－６６号占用変更許可処分」

という。）の被処分者は、実施機関に対し、同年１月２１日付け第２７－６３号

占用許可処分について、占用変更許可を申請した。 

⑵ 平成２８年２月２３日、実施機関は、第２７－６６号占用変更許可処分の被処
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分者に対し、公園緑地課長を決裁者として、第２７－６６号占用変更許可処分を

した。 

⑶ 平成２８年２月２４日、同年３月２日付け都市公園占用許可事項変更許可（市

川第 20160224-0265 号・第２７－７１号。以下「第２７－７１号占用変更許可処

分」という。）の被処分者は、実施機関に対し、第２７－６１号占用許可処分に

ついて、占用変更許可を申請した。 

⑷ 平成２８年３月２日、実施機関は、第２７－７１号占用変更許可処分の被処分

者に対し、公園緑地課長を決裁者として、第２７－７１号占用変更許可処分をし

た。 

⑸ 平成２８年３月２２日、同月３０日付け都市公園占用許可事項変更許可（市川

第 20160322-0373 号・第２７－７４号。以下「第２７－７４号占用変更許可処分」

という。）の被処分者は、実施機関に対し、第２７－６２号占用許可処分につい

て、占用変更許可を申請した。 

⑹ 平成２８年３月３０日、実施機関は、第２７－７４号占用変更許可処分の被処

分者に対し、公園緑地課長を決裁者として、第２７－７４号占用変更許可処分を

した。 

３ 実施機関が、審査請求人に対し、各占用許可処分、第２７－６６号占用変更許可

処分、第２７－７１号占用変更許可処分及び第２７－７４号占用変更許可処分（以

下これらを「各占用変更許可処分」という。）並びにこれらに係る決裁に関する公

文書（市川市公文書公開条例（平成９年条例第２号。平成３０年条例第３号による

改正前のものをいう。以下同じ。）第２条第２号に規定する公文書をいう。以下同

じ。）の写し等を公開した経緯について 

⑴ 平成２８年９月１４日、審査請求人は、実施機関に対し、市川市公文書公開条

例第６条の規定により、各占用変更許可処分の被処分者らに与えた手児奈橋公園

の占用許可書又は占用契約書並びにこれらに係る決裁に関する公文書等の公開

を請求した。 

⑵ 平成２８年１０月１９日、実施機関は、審査請求人に対し、上記⑴により請求

をされた公文書が各占用許可処分及び各占用変更許可処分並びにこれらに係る

決裁に関する公文書等であるとして、市川市公文書公開条例第８条第１項第１号

及び第２号アの規定により公開しないことができる情報を除いて、公開を決定し

た。 

⑶ 平成２８年１０月２８日、実施機関は、市川市市政情報センターにおいて、審
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査請求人に対し、各占用許可処分及び各占用変更許可処分並びにこれらに係る決

裁に関する公文書の写し等を手交した。 

４ 実施機関が、各占用変更許可処分の被処分者らに対し、平成２９年２月１３日付

け「手児奈橋公園の廃止について」と題する説明文（以下「説明文」という。）の写

しを交付した経緯について 

⑴ 平成２９年１月１６日、実施機関は、市川市都市公園条例（昭和６２年条例第

１２号。平成２９年条例第８号による改正前のものをいう。以下同じ。）第１６

条の規定により手児奈橋公園を廃止する旨を公告した。 

⑵ 平成２９年２月１３日頃、実施機関は、各占用変更許可処分の被処分者らに対

し、手児奈橋公園の都市公園としての供用の廃止に伴い、このこと等を通知する

ため、公園緑地課長が決裁した上で、説明文を交付した。 

５ 実施機関が、審査請求人に対し、説明文を公開した経緯について 

⑴ 平成３０年１月９日、審査請求人は、実施機関に対し、市川市公文書公開条例

第６条の規定により、各占用変更許可処分の被処分者らに与えた手児奈橋公園の

占用使用契約書又は施設の使用貸借契約書及びこれらに係る決裁に関する公文

書並びにこれらの関係書類の公開を請求した。 

⑵ 平成３０年１月２３日、実施機関は、審査請求人に対し、上記⑴により請求さ

れた公文書が説明文及びその添付書類並びにこれらに係る決裁に関する公文書

等があるとして、市川市公文書公開条例第８条第１項第１号の規定により公開し

ないことができる情報を除いて、公開を決定した。 

⑶ 平成３０年１月２４日、実施機関は、市川市市政情報センターにおいて、審査

請求人に対し、説明文及びその添付書類並びにこれらに係る決裁に関する公文書

の写し等を手交した。 

６ 本件審査請求に係る各処分を行った経緯について 

⑴ 平成３１年１月１１日、審査請求人は、実施機関に対し、市川市公文書公開条

例第６条の規定により、部長を決裁者としてされた各占用許可処分及び各占用変

更許可処分並びに説明文に係る決裁に関する公文書（以下「公開請求公文書」と

いう。）の公開を請求した。 

⑵ 平成３１年１月２５日、実施機関は、審査請求人に対し、上記⑴により請求さ

れた公開請求公文書が不存在であったことから、市川市公文書公開条例第１１条

第２項の規定により、請求を拒否する決定をした。 

⑶ 平成３１年１月２９日、実施機関は、審査請求人に対し、同月２５日付け市川
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市公文書公開請求拒否（文書不存在）決定通知書を郵送した。 

７ 審査請求の提起について 

 これに対して、審査請求人は、同年４月５日付けの審査請求書により、本件審査

請求を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   公開請求公文書の公開を求める。 

 ２ 審査請求の理由 

公開請求公文書は、市川市文書管理規程（令和２年訓令第６号による廃止前のも

の）の「許可、認可、指定、裁決等に関する文書」に該当する長期保存文書であり、

また、市川市事務決裁規程により「公園及び緑地の使用及び占用の許可」は、軽易

なものを除き、部長が決裁するものと規定されていることから、公開請求公文書は

存在するはずであり、当該請求拒否決定は不当である。 

 

第４ 実施機関の主張の要旨 

   実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 

 １ 公開請求公文書が存在するか否かについて 

各占用許可処分及び各占用変更許可処分並びに説明文の交付について上記第２

の１⑵、２⑵、⑷及び⑹並びに４⑵のとおり、いずれも軽易なものであり、課長の

専決事項であると判断をして、公園緑地課長が決裁をしたものであるため、公開請

求公文書は存在しない。 

２ 各占用許可処分及び各占用変更許可処分並びに説明文の交付について、課長の専

決事項であると判断した理由 

⑴ 各占用許可処分及び各占用変更許可処分については、市川第 20080521-0186 号

「緑地の使用及び占用許可並びに公園の使用及び占用許可の内規事項（事務決裁

者の基準）の変更について（伺い）」（以下「占用許可等に係る事務決裁者の基準」

という。）により、平成２０年６月１日以降に申請のあったものから、原則とし

て、軽易なものとして、課長の個別専決事項とすることと決定していたことから、

本件も軽易なものとして、公園緑地課長が決裁したものである。 

⑵ 説明文については、公園及び緑地の使用及び占用の許可ではなく、手児奈橋公
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園の廃止及び廃止後の同公園跡地の利用方針の報告文書を交付するためのもの

であるため、市川市事務決裁規程（平成２９年訓令第１号による改正前のもの）

別表第１の１（一般事項）の「照会、回答、報告、依頼等の事務」に該当し、同

公園の廃止公告を再度周知するものにすぎなかったことから、軽易なものとして、

公園緑地課長が決裁したものである。 

 

第５ 当審査会の判断 

   当審査会は、審査請求人及び実施機関の主張を基に調査審議した結果、次のとお

り判断する。 

 １ 部長決裁又は課長決裁の区別に係る判断について 

当審査会は、実施機関に対し、平成２０年度から令和２年度までの都市公園占用

許可及び都市公園占用変更許可に係る起案の決裁者が分かる一覧の提出を求めた。 

実施機関から提出された一覧には、「占用許可等に係る事務決裁者の基準」が適

用されることとなった平成２０年６月１日以降に部長決裁としたものが１０件あ

ったため、実施機関に対し、部長決裁とした理由を確認したところ、いずれも市川

市事務決裁規程第１０条の規定により、専決者である課長が同条第２号（異例な事

項）又は第３号（新規な事項）に該当するものとして部長の指揮を受けた結果、部

長決裁としたものである旨説明を受けた。また、各占用許可処分及び各占用変更許

可処分については、「占用許可等に係る事務決裁者の基準」に基づき、かつ、同規程

第１０条各号に該当しないものと判断して、課長決裁としたものである旨説明を受

けた。 

このようにして行われた本件の課長決裁処理は、手続としては、問題はなかった。 

なお、諮問の際に、当審査会に提出された資料のうち、総務部総務課（以下「総

務課」という。）から水と緑の部公園緑地課（以下「公園緑地課」という。）に対す

る令和２年１０月８日付けの質問書（以下「質問書」という。）及びこれに対する公

園緑地課の同年１１月１６日付けの回答書（以下「回答書」という。）については、

審査請求人に対して送付されていないことを確認した。 

当該質問書は、総務課が審査請求の所管課としての審理手続を終結するに当たり、

審査請求人が本件審査請求に係る各処分における拒否理由に関し、公園緑地課長が

軽易なものと判断し、決裁をした根拠及び証拠がないと主張していたことを踏まえ、

公園緑地課が公開請求公文書に係る各占用許可処分及び各占用変更許可処分並び

に説明文を軽易なものと判断した根拠となる基準の有無について、公園緑地課に質
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問したものである。これに対し、当該回答書により、上記第４の２の回答がなされ

たものである。 

 ２ 公開請求公文書が存在しているかどうかの確認について 

当審査会は、令和３年３月５日に、公園緑地課の執務室（市川市役所市川南仮設

庁舎）において、各占用許可処分及び各占用変更許可処分並びに説明文の交付に係

る決裁文書が存在しているかどうかの調査を行った。 

   市川市では、平成１６年から、原則として、文書の起案等を文書管理等システム

により行うこととしているが、これらの決裁文書は、文書管理等システムによる電

子文書及び紙文書として保管されていることから、まず電子文書について調査を行

った。具体的には、文書管理等システムの検索機能を用いて、各占用許可処分及び

各占用変更許可処分並びに説明文の交付を行った平成２７年度及び平成２８年度

における公園緑地課が保有する決裁文書のうち、件名又は起案文に「手児奈橋公園」

を含むものを抽出した。その結果、課長が決裁したものは存在し、部長が決裁した

ものは存在しないことが分かった。 

   次に、公園緑地課執務室内に保管されている紙文書について調査を行った。その

結果、「第２７－６２号占用許可処分」に係る決裁文書を除き、存在することが分

かった。 

 ３ 公文書の管理に係る付言 

上記２の調査において、紙文書の存在を確認することができなかった「第２７－

６２号占用許可処分」に係る決裁文書は、文書管理等システムにより電子文書で存

在することを確認した。また、実施機関は、審査請求人に対し、その写しを手交し

ている（上記第２の３⑶及び５⑶）。今後、実施機関には、適切な文書管理の徹底を

求めたい。 

 ４ 以上のことから、当審査会は、上記第１のとおり実施機関が行った本件処分は妥

当であると判断する。 
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第６ 当審査会の処理経過 

   当審査会の処理経過は、以下のとおりである。 

年 月 日 処 理 内 容 

令和２年１２月１８日 諮問書の受理 

令和２年１２月２５日 

（第８２回審査会） 
調査審議（第１回） 

令和３年２月４日 

   （第８３回審査会） 
調査審議（第２回） 

令和３年３月５日 公開請求公文書が存在するかどうかの調査 

令和３年３月１７日 

   （第８４回審査会） 
調査審議（第３回） 

令和３年５月１０日 

   （第８５回審査会） 
調査審議（第４回） 

令和３年７月２日 

   （第８６回審査会） 
調査審議（第５回） 

委員 山本宏子、泉響子、藤原宇基、土屋孝伸、筑紫圭一 

 


